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村
井
•

上
野
両
先
生
の
喜
寿
に
際
し
て

こ
の
た
び
村
井
藤
卜

郎
先
化 、

卜
野
林
平
先
生
が
喜
寿
を
迎
え
ら
れ
た
が 、

両
先
牛
と
も
き
わ
め
て
御
壮
随
で
11
々
研
究
と
教
育
に
ヤ

念
せ
ら
れ
て
お
り 、

ま
こ
と
に
御
屈
炭
の
い
た
り
で
あ
る 。

両
先
牛
に
は
い
よ
い
よ
IlJ
熱
の
域
に
人
ら
れ
る 。

こ
の
t
と
も
御
紐
康
に
御

切山
意
い
た
だ
き
益
々
御
建
勝
に
て
御
活
糾
い
た
だ
き
ま
す
よ
う 、

そ
し
て
い
ま
ま
で
の
多
年
に
わ
た
る
お
仕
ト
の
完
成
を
ば
な
さ
れ
る

と
を
こ
こ
に
一

同
心
か
ら
ね
が
っ
て
や
ま
な
い
次
第
で
す

。

あ
わ
せ
ま
し
て
今
後
と
も
良
き
先
達
と
し
て
わ
れ
わ
れ
屈
僚
・

後
悲
を
よ
ろ
し
く
御
教
示
•

御
指
祁
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お
靭
い
巾
卜

げ
ま
す 。

,
1

1
•
L
 .

...
 

•
•

••
 

J

-
•

 

11
f
l

,l
 

••
 

JI 

法

学
部
長

牛

尾

茂

夫



村
井
•

上
野
両
先
生
の
喜
寿
に
際
し
て
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
牛

論

説

有
限
会
社
に
お
け
る
取
締
役
の
地
位

ー
特
に 、

所
有
と
経
営
の
一

致
の
確
立
に
つ
い
て
—••
…
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…·

増

選
挙
運
動
費
の
支
出
制
限
を
違
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と
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選
挙
資
金
問
題
の
再
考
ロ
・

肉

|
 Buckle
y
 v .
 V
aleo ,
 96

 S .
 C
t.
 61
2
 (1
976)
 
|
…
…
石

I
N
C
O
M
E
 

E
DI
TI
O
N'
C
O
P
Y
RI
G
H
T
 

T
A
X
 
SI
X
T
H
 

B
Y
 

A .
 
R
U
T
T
E
R .
 
…
…
…
…
…
…
…・
中'

W
I
L
LI
A
M
 

尾

茂

夫

田

政

章
…
…
（

田

榮
仁
郎
…
…
（

四
五

西

正

安
：一＿四
(
1

0
1
)
 



資

ジ
エ
ム
ズ
「
民
事
訴
訟
手
続」

料
（
要
約）

口
…
…
…
…
…
…
…
…
…
若

林

安

雄
：
…•
（1
0
三
）

村
井
藤
十
郎
先
生
の
経
歴
と
著
作
目
録
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

上
野
林
平
先
生
の
経
歴
と
著
作
目
録
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

二

五
三
）

（
一

六



村
井
藤
十
郎
先
生
の
経
歴
と
著
作
H
録



苫著

昭
和
四
八
年
九
月

昭
和
四
八
年
九
月

昭
和
五
二
年
十一
月
十
日

昭
和
五
三
年
一

月
十
七
日

第25巻第 2号

論

作

録

目

日
中
央
経
済
社
発
行

渾
記
概
論

長
谷
中
丸 、
上
野
林
平、
土
井

亮

共
著

フ
タ
パ
笞
店
発
行

税
務
会
計
要
論

日

中
央
経
済
社
発
行

簿
記
概
論

改
訂
版

フ
タ
パ
苔
店
発
行

税
務
会
計
要
論

改
訂
版

文

近大法学

租
税
法
律
主
義
の
憲
法
的
性
格

昭
和
四
六
年
三
月
「

近
大
法
学」
第
十
八
巻
第
三•
四
号

税
法
所
得
論

昭
和
四
七
年
三
月
「

近
大
法
学」
第
十
九
巻
第
三
号

引
当
金
の
基
本
理
念

昭
和
四
九
年
九
月
「

近
大
法
学」
第
二
二
巻
第
十
号

繰
延
資
産
の
性
格
と
限
定

昭
和
五
十
年
十
二
月
「

近
大
法
学」
第
二
三
巻
第
二
号

滅
価
償
却
に
お
け
る
企
業
会
計
と
税
法

昭
和
五一
年
九
月
「

近
大
法
学」
第
二
四
巻
第一
号

平
等
権
と
租
税

昭
和
五
二
年
三
月
「

近
大
法
学」
第
二
四
巻
第
三•
四
号

論

平
＝―-ロ

昭
和
四一
年
十
月
十
六
日

男
女
両
姓
の
本
質
的
平
等
と
財
産

中
山
寺
宝
生
会
館

契
約
と
課
税
権

豊
中
市
民
会
館

昭
和
四
十
年
十一
月
三
日

ー (1)165 -



上野林平先生の経歴と著作目録

昭
和
三
九
年

七

月
一

昭
和
三
九
年

四

月
一

昭
和
四
一

年

四

月
一

昭
和
四
七
年

四

月
一

昭
和
四
九
年
十
一

月

五

日

昭
和
五
十
年
十
一

月

五

日

昭
和
五
一

年
十
一

月

五

日

昭
和
五
二
年
十
一

月

五

日

昭
和
五
三
年
一

月
十
二
日

日

依
頼
免
国
税
協
議
官

近
畿
大
学
法
学
部
非
常
勤
講
師

近
畿
大
学
法
学
部
専
任
講
師

近
畿
大
学
法
学
部
助
教
授

昭
和
四
八
年 、

大
規
模
小
売
業
の
事
業
活
動

の
調
整
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く 、

川
西
市

商
工
会
同
協
議
会
会
長

川
西
市
商
工
会
同
協
墳
会
会
長
再
任

右
再
任

日H
 

日

右
再
任

右
同
法
律
に
基
づ
く
川
西
市
中
型
小
売
業
の

商
業
活
動
調
整
懇
談
会
々
長

-(2)164 一



経

明
治
三
四
年
三
月
十
三
日

明
治
四一
年
四
月

大
正
三
年
三
日
三一
日

大
正
三
年
四
月

大
正
五
年
三
月
三一
日

大
正
六
年
四
月
一

日

大
正
九
年
三
月
三一
日

大
正
十
年
四
月

上野林平先生の 経歴と著作目録

大
正
十
年
五
月
二
日

大
正
十
三
年
三
月
三一
日

大
正
十
三
年
四
月

昭
和
二
年
三
月
三一
日

昭
和
二
年
四
月
一

日

昭
和
三
年
四
月

静
岡
県
静
岡
市
伝
馬
町
五
十
六
番
地
に
て 、
父

米
澤
林
右
衛
門
母
と
ら
の
五
男
と
し
て
出
生

日

静
岡
県
伝
馬
町
尋
常
小
学
校
へ
入
学

静
岡
市
伝
馬
町
尋
常
小
学
校
卒
業

私
立
静
岡
見
陽
中
学
校
入
学

日H
 

私
立
静
岡
見
隔
中
学
校
中
退

東
京
私
立
攻
玉
社
中
学
校
第
三
学
年
入
学

東
京
私
立
攻
玉
社
中
学
校
第
卒
業

中
央
大
学
豫
科
入
学

東
京
市
本
所
区
菊
川
町
二
丁
目
十
四
番
地

上
野
金
太
郎
長
女
は
ま
と
婿
養
子
縁
組

中
央
大
学
豫
科
卒
業

日

中
央
大
学
法
学
部
法
律
学
科
入
学

中
央
大
学
法
学
部
法
律
学
科
卒
業

東
京
高
等
商
工
学
校（
現
在
東
京
芝
浦
工
業

大
学）
講
師 、
商
法
学
担
当

東
京
武
蔵
高
等
工
業
学
校
（
現
在 、
東
京
武

蔵
工
業
大
学）
講
師 、
法
制
経
済
担
当

日

昭
和
四
年
四
月

，， 

昭
和
八
年
三
月
三一
日

ク

昭
和
八
年
十
月

昭
和
十
六
年
八
月
三
十
日

昭
和
十
六
年
九
月
一

日

昭
和
十
八
年
十一
月
十一
日

昭
和
十
九
年
十一
月
十
日

昭
和
ニ―
年
十
二
月

昭
和
二
五
年
五
月
三一
日

昭
和
二
五
年
七

昭
和
三
七
年
四
月

昭
和
三
九
年
三
月
三一
日

昭
和
三
九
年
四
月

日

東
京
高
等
商
工
学
校
教
授

東
京
武
蔵
高
等
工
業
学
校
教
授

東
京
高
等
商
工
学
校
教
授
辞
任

東
京
武
蔵
高
等
工
業
学
校
教
授
辞
任

鉄
道
局
書
記 、
東
京
鉄
道
局
勤
務

依
頼
免
本
官

海
軍
省
嘱
託
海
南
島
海
軍
特
務
部
勤
務

任
海
軍
司
政
官 、
海
南
島
海
軍
特
務
部
金
融

通
貨
部
門
担
当

依
頼
免
本
官

大
阪
地
方
経
済
安
定
局 、
大
阪
地
方
物
価
事

務
局
外
郭
団
体
生
活
安
定
協
会
理
事
長

大
阪
地
方
物
価
事
務
局
外
郭
団
体
生
活
安
定

協
会
理
事
長
辞
任

任
国
税
協
議
官 、
大
阪
国
税
局
勤
務

近
畿
大
学
大
学
院
商
学
研
究
科
入
学

近
畿
大
学
大
学
院
商
学
研
究
科
卒
業

近
畿
大
学
商
経
学
部
非
常
勤
講
師

-(3)163 -
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村井藤十郎先生の経歴と著作目録

（
公
共
の
福
祉
と
公
序
良
俗）

me
 rch
 an
 tability
に
つ
い
て

機
械
に
よ
る
商
行
為
に
つ
い
て

航
空
法
の
特
異
性
と
は
何
か

航
空
法
の
あ
り
方
に
つ
い
て

「
交
通
法」

に
つ
い
て
の
―
つ
の
構
想

資
本
家
資
本
主
義
か
ら
民
衆
資
本
主
義
へ
の
転
回

企
業
の
友

昭
31
年
8
月
号

交
通
事
故
を
お
こ
し
た
旅
客
運
送
人
の
責
任
（
商
事
判
例
批
評）

名
城
法
学
9
巻
1
号

学
校
法
人
の
理
事
お
よ
び
理
事
長
の
選
任
解
任
と

理
業
長
職
務
執
行
停
止
処
分
の
理
由
等
（
民
事
判
例
研
究）

名
城
法
学
10
巻
2
号

株
主
総
会
の
停
止
を
命
ず
る
仮
処
分
に
対
し

株
主
総
会
終
了
後
に

な
さ
れ
た
異
議
申
立
の
適
否
（
商
事
判
例
批
評）

名
城
法
学
10
巻
1
号

交
通
法
に
つ
い
て
の
―
つ
の
構
想

名
城
法
学
14
巻
二
号

昭
39
年
10
月

「
交
通
法」

の
目
的

名
城
法
学
15
巻
3.
4
合
併
号
昭
41
年
3
月
15
H

Co
m
mo
n

 
La
w
に
お
け
る
Hire,
 P u

r
c
ha
s
e

の
構
造

名
城
法
学
16
巻
1.
2
合
併
号
昭
41
年
11
月

名
城
法
学
16
巻
3.
4
合
併
衿
昭
42
年
3
月

,, 

11
巻
2
3
合
併
号

12
巻
1
号

13
巻
2
号

14
巻
1
号

14
巻
2
号

,, ,, ケ,, 

交
通
運
輸
行
為
の
法
的
観
点

昭
43
年
10
月

「
公
正
取
引」

の
概
念
に
つ
い
て

名
城
法
学
18
巻
1
号

人
間
工
学
・

民
事
責
任
•

技
術

名
城
法
学
18
巻
3
号

「
貨
物
引
換
証
に
な
に
が
表
彰
さ
れ
て
い
る
か

名
城
法
学
19
巻
l.
2
合
併
号
昭
44
年
12
月

物
品
運
送
法
史
の
転
換
を
つ
く
る
コ
ン
テ
ナ
運
送
の
概
念
に
つ
い
て

名
城
法
学
20
巻
1.
2
合
併
号
昭
45
年
12
月

F
O
B
の
固
定
的
解
釈
と
弾
力
的
解
釈

ク

20
巻
3.
4
合
併
号
昭
46
年
3
月

憲
法
と
商
法
と
の
関
係
に
つ
い
て

ク

21
巻
l.
2
合
併
号
昭
46
年
12
月

Hir
e

 ,
 Pu
rc
ha
s
e
の
意
義
ー

Hire,
 Purc
has
e

 Act•
 1
9
3
8

の
成
立
ま
で

名
城
法
学
（
創
立
20
周
年
記
念
論
文
集
法
学
編）

昭
41
年
11
月

昭
44
年
3
月

ー (7)159 -

民
衆
資
本
主
義

ー
米
国
の
新
し
い
動
き
ー

中
日
新
聞
（
学
芸
欄）

昭
31
年
8
月

会
社
の
人
間
化

昭
32
年
4
月

法
学
新
聞

そ
の
他
評
論
随
想
な
ど
多
数
あ
り 、

委
細
略



第25巻 第 2 号

商
行
為
法
に
統一
を
与
え
る
も
の

商
法
第
三
百
三
十
四
条
に
つ
い
て

商
品
の
法
的
講
成

海
と
船
舶
と
海
商
法
の
特
異
性
と

営
業
譲
渡
と
債
務
の
移
転

,, ,, ,,. ，， 

近大法学

ヶ

国
家
法
と
し
て
の
商
法

株
式
会
社
に
於
け
る
「

企
業
そ
の
も
の」 ,, ク

商
業
使
用
人
関
係
の
本
質
と
そ
の
消
滅
原
因

同
志
社
論
叢
53
号

商
法
中
改
正
法
律
案
第一
編
（
総
則）

の
営
業
概
念
に
関
す
る
思
想
的
意
義

54
号

55
号

56
号

3
 

法
律
新
聞
21

号

3
 

,, 

「
職
分」
の
思
想
と
商
法
の
解
釈

営
業
約
款
の
解
釈

商
業
登
記
の
公
信
力
に
つ
い
て

ア
メ
リ
カ
の
モ
デ
ル
会
社
法

,, ,, ,, 

む
し
ろ
イ
ン
ズ
・
オ
ヴ
・
コ
ー
ト
を同

志
社
学
生
新
聞

法
律
解
釈
と
史
観

国
民
評
論

42
号

43
号

44
号

47
号

50
号

51
号

52
号

昭
2
年
10
月

昭
8
年
12
月

昭
9
年
2
月

昭
9
年
12
月

昭
10
年
10
月

昭
11
年
2
月

昭
11
年
6
月

昭
11
年
10
月

昭
11
年
12
月

昭
12
年
2
月

昭
12
年
6
月

昭
6
年
1
月

昭
32
年
3
月

(
41
号
1

46
号）

昭
6
？
年
？
月

昭
6
年
9
月
13

勤
労
社
団
の
提
唱
巳9

9

 

――
 
9

し

ア
メ
リ
カ
法
の
精
神

「
講
演」

昭
22
年
8
月

ヶ

昭
22
年
9
月

「
講
演」

商
事
法
務
研
究

昭
23
年
2
月

貨
物
引
換
証
と
運
送
人
の
責
任

国
体
の
私
法
学
的
意
義

株
式
会
社
法
の
今
後
の
課
題

経
済
統
制
法
の
本
質

建
国
大
学
研
究
院
報
告

祖
述
に
つ
い
て
（
方
法
論
と
し
て）

新
京

商
業
使
用
人
の
忠
実
義
務

ー
営
業
組
織
と
の
関
連
に
お
い
て
ー
名
城
法
学
6
巻

商
法
に
お
け
る
公
共
性

名
城
法
学
7
巻
1

号 昭
32
年
3
月

法
学
新
報

企
業
法
研
究

昭
14
？
年

昭
38
年
1
月

昭
15
年

昭
16
年

3
4
合
併
号

caveat
 e
mptor
の
崩
壊

商
法
に
お
け
る
労
務
の
地
位

商
法
に
お
け
る
経
営
権

商
法
に
お
け
る
商
品

海
上
利
用
行
為
と
し
て
の
船
舶
運
用

契
約
以
前
の
善
意
義
務

,,. 

2
号

7
巻
4
号

,, 

8
巻
3
号

8
巻
4
号

,, 

9
巻
2
3
4
合
併
号

10
巻
3
号

ー
公
正
な
契
約
成
立
の
条
件
と
消
費
者
保
護|

空
中
運
送
に
お
け
る
注
意
の
性
格

10
巻
1

号

ー
ジ
ェ
ッ
ト

機
時
代
の
た
め
の
試
論
ー

商
法
に
お
け
る
二
つ
の
私
法
原
則

，，， ,, 
‘.

 

ク

11
巻
1

号

-(8)158 -



著

作

＂

 録

著
書
二
十
数
冊 、
論
文
五
〇
篇
以
上 、
評
論 、
随
想
な
ど
約
四
百
数
十
篇

新
聞
（
主
と
し
て
北
国
新
聞）
社
説
概
算
七
百
篇 、
新
聞
コ
ラ
ム
担
当
約
二

百
篇
（
本
名
を
も
っ
た
も
の、
数
個
の
ペ
ン
ネ
ー

ム
を
も
っ
て
し
た
も
の
を

含
む）
散
逸
甚
だ
し
く 、
調
査 、
整
理
に
手
が
届
か
ぬ
と
こ
ろ
多
く
あ
り 、

一
応 、
現
時
点
で
整
理
で
き
た
と
こ
ろ
で
締
切
る
こ
と
に
し
た 。
新
し
く
追

加
す
べ
き
も
の
も 、
相
当
あ
る
が
省
略
す
る 。
間
に
あ
わ
ぬ
の
で
御
了
承
を

乞
う 。
傍
線
の
著
書
は
専
門
外
の
も
の。

著

書

村井籐十郎先生 の 経歴と 著 作目録

商
法
総
則
（
判
例
法

昭一
0
年
四
月

昭一
五
年

公
社
法
論

日
本
法
律
学
（
新
鋭
哲
学
叢
書）

昭一
五
年
二
月

創
造
国
家
の
法
律
学

昭一
六
年
三
月

新
稿
法
学
通
論

昭
二
三
年
六
月

経
営
権
と
労
働
権

昭
二
三
年

商
法
大
綱

昭
三
四
年
二
月

商
法
に
お
け
る
企
業
の
公
共
性
の
理
論

昭
三
六
年
九
月 京

都
更
生
閣

新
京・
建
国
大
学

研
究
院

東
京・
高
陽
書
院

東
京·
拓
文
堂

大
阪・
駿
々
堂

大
阪•
関
西
労
働
調
査alc

東
京・
成
文
堂

京
都・
三
晃
社

商
法
要
説

航
空
法
講
義
案

昭
三
九
年
七
月

昭
三
八
年―
二
月
京
都・
法
律
文
化
社

名
古
屋・
自
家
出
版

運
輪・
交
通
法
の
基
本
問
題

昭
四
三
年―
二
月
東
京・
成
文
堂

銀
の
玉
（
童
話）
第
名
松
山
高

、
/
ヽ
r
ヽ
/
‘
r
ヽ
／
ヽ
r
ヽ
／

‘ヽ
、
ノ
ヽ
ノ
ヽ
ノ
ヽ
ノ
、
ノ
ヽ
ノ
、

5

経
済
と
宗
教
の
統一

◎
編

纂

満
州
国
六
法
全
書
（
日
満
対
照
表
付 。 昭

二
三
年―
二
月
大
阪・
文
林
堂

昭
二
九
年
八
月

京
都・
天
声
社

滝
川
政
治
郎
外
数
名
と
共

同
編
さ
ん）

昭一
七
年

新
京

北
国
年
鑑
（
経
済
関
係
等
担
当
執
筆）

昭
和
二
五
年
1

三
0
年
ま
で
金
沢•
北
国
新
聞
社

論

文

英
法
の
商
事
代
理
に
つ
い
て
巳

同
志
社
論
競
25
号

9

9

 

曰

企
業
法
と
し
て
の
商
法

ー
商
法
の郷向
導
概
念
の
素
描
ー

同
志
社
論
叢
40
号

会
社
設
立
行
為
の
ゾ
チ
オ
ロ
ギ
ー

と

そ
の
法
律
的
構
成
の
初
歩
的
試
み同

志
社
論
叢
40
号

41
号

規
範
的
法
律
学
否
定
へ
の一
提
言

,, 

26
号

27
号

昭
3
年
2
月

昭
3
年
6
月

昭
3
年
12
月

-(9)157 -

昭
8
年
2
月

昭
8
年
2
月

昭
8
年
6
月



村井籐十郎先生の経歴と 著作目録

昭
和
二
九
年
以
降

昭
和――
二

年
一―一

月

昭
和
三
一

年

四

月

昭
和
三
一

年

八

月

を
歴
任

対
外
的
に
は
金
沢
女
子
短
期
大
学
非
常
勤
講
師 ‘

理

事
等
兼
任
（
昭
和
二
七
年）

三
一

年
ま
で
の
間 、

金
沢
地
方
裁
判
所
民
事
調
停
委

員 、

石
川
県
職
業
安
定
審
議
会
々
長
を
歴
任

北
国
新
聞
社
退
社

名
城
大
学
教
授 、

し
ば
ら
く
愛
知
学
院
大
学
教
授
兼

任昭
和
四
七
年
三
月
名
城
大
学
教
授
退
職
ま
で 、

同
大

学
法
学
部
長
三
期 、

大
学
協
議
員 、

学
校
法
人
名
城

大
学
評
議
員 、

学
校
法
人
名
城
大
学
理
事
会
法
律
相

談
役
な
ど
歴
任。

お
よ
び
富
山
大
学
非
常
勤
講
師
と

し
て
数
年
間 、

集
中
講
義
（
海
商
法）

を
お
こ
な
う 。

別
に
、

「
国
民
評
論」

に
幹
部
と
し
て 、

常
時
毎
号

執
箪

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
政
府

「
リ
ー
ダ
ー

ス
・

エ
キ
ス

チ
ェ
ィ

ン
チ
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
」

の
指
名
を
受
け
、

三

ヶ
月
間 、

合
衆
国
の
有
名
な
大
学
お
よ
び
代
表
的
企

業
を
視
察 。

訪
問
し
た
大
学
で
は
、

高
名
な
教
授
ら

と
意
見
交
換
（
そ
の
成
果
に
つ
い
て
は
省
略）

こ
の
間 、

カ
ン
サ
ス
大
学
と
名
城
大
学
と
の
「
ア
フ

昭
和
四
七
年

三

月

昭
和
四
七
年

四

月

昭
和
五
二
年

七

月

ィ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン

」

関
係
の
設
定
予
備
交
渉
に
成
功 。

ハ
ー

バ
ー
ド

大
学
図
書
館
図
書
ア
ク
ィ

ジ
イ
シ
ョ
ン
」

課
と
法
律
に
つ
い
て
の
日
米
両
国
文
献
の
交
換
協
定

を
結
び 、

約
十
数
年
継
続

名
城
大
学
教
授
退
職
と
と
も
に
学
校
法
人
名
城
大
学

理
事
会
法
律
顧
問
に
就
任 、

至
現
在
（
弁
護
士
登
録

は
昭
和
三
六
年）

近
畿
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
設
置
に
伴
い 、

同
大

学
教
授
に
就
任 、

な
お 、

愛
知
学
院
大
学 、

名
城
大

学
大
学
院
の
非
常
勤
講
師
兼
任 。

至
現
在

エ
リ
ザ
ベ
ス
女
王
即
位
治
世
二
五
周
年
記
念
行
事
の

―
っ
と
し
て 、

ケ
ム
プ
リ
ッ

ヂ
文
献
セ
ン
タ
ー

の
開

催
に
よ
る
「
シ
ル
バ
ー
・
ジ
ュ
ビ
リ
ー
・
コ
ン
フ
ァ

（
於
ロ
ン
ド
ン
）

に
「

マ
ン
・

オ
プ
・

ア

ー (10)156 -

レ
ン
ス
」

チ
ー

プ
メ
ン
ト」

の
一

人
と
し
て
招
れ
て
出
席



明
治
三
三
年―
一
月
ニ―
日

学

大
正
二
年
三
月

大
正
二
年
四
月

大
正
三
年
三
月

大
正
三
年
四
月

大
正
八
年
三
月

大
正
八
年
四
月

村井藤十郎先生の経歴と 著作目録

大
正
九
年
九
月

大
正
九
年
九
月

大
正一
四
年
三
月

大
正一
四
年―
一
月

職

大
正一
五
年
二
月

昭
和
三
年
四
月

昭
和
六
年
四
月

大
阪
市
北
区
天
満
に
て

父
藤
兵
衛 、
母
テ
イ
の
長
男
と
し
て
出
生

歴
大
阪
市
立
松
ケ
枚
尋
常
小
学
校
卒
業

大
阪
市
立
盈
進
高
等
小
学
校
入
学

同一
年
修
了

大
阪
府
立
北
野
中
学
校
入
学

同
卒
業

関
西
学
院
高
等
商
業
部
入
学

同
二
年
中
退

同
志
社
大
学
予
科
二
年
編
入
学

同
志
社
大
学
法
学
部
政
治
学
科
卒
業

文
官
高
等
試
験
行
政
科
試
験
合
格

歴
同
志
社
大
学
法
学
部
助
手

同
講
師
（
専
任）

同
助
教
授

昭
和
八
年
四
月

昭
和―
二
年
八
月

昭
和――一
年
八
月

昭
和―
四
年

昭
和
二
0
年
八
月

昭
和
ニ―
年
七
月

昭
和
二
二
年
一

月

昭
和
二
三
年
九
月

昭
和
二
四
年一
0
月

昭
和
二
五
年

同
教
授 。
商
法
関
係
の
諸
講
義
を
担
当
し
た
外 、
同

財
団
法
人
経
営
の
高
等
商
業
学
校 、
女
子
専
門
学
校

の
講
師
兼
任

湯
浅
学
長
と
意
見
あ
わ
ず
解
職
と
な
る

連
国
大
学
嘱
託
（
連
国
大
学
創
設
事
務
に
参
与）

月

連
国
大
学
教
授
（
庸
任
〔
奏
任〕
一
等・
後 、
簡
任

（
勅
任）
二
等
に
昇
格）

終
戦
に
よ
り
建
国
大
学
解
散
に
伴
い
自
然
退
職 、
就

任
よ
り
退
職
ま
で
の
間 、
連
国
大
学
政
治
学
科
主
任

達
国
大
学
図
書
館
庶
務
科
長 、
建
国
大
学
研
究
院
政

治
研
究
部
副
部
長 、
連
国
大
学
塾
務
部
長
等
を
兼
任

す
る
ほ
か 、
満
州
国
司
法
官 、
大
学
教
授
ら
と
協
力

の
上
「

満
州
法
理
研
究
会
L

を
設
立

着
の
み
着
の
ま
ま
で
帰
国

「
大
阪
タ
イ
ム
ス」
入
社
（
企
画
室
主
任 、
論
説
委

員）

-(11)155 -

G
H
Q
（
大
阪）
シ
ー

ニ
ア・
ト
ラ
ン
ス
レ
ー
タ
ー

・
エ
ン
ド・
イ
ン
ス
ペ
ク
テ
ー
タ
ー
に
就
任

月

右
所
属
機
関
閉
鎖
に
伴
い
退
職

「
北
国
新
聞
社」
入
社
（
昭
和
三一
年
三
月
退
職
ま

で
の
間 、
論
説
委
員 、
同
委
員
長 、
副
主
筆 、
理
事
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執

筆

者

紹

介

若

林

安

増

田

政

石

田

榮

仁

郎

中

西

正

編

集

委

員
（
執
筆
順）

雄

法
学
部
助
教
授）

章

（
法

学

部

講

師）

比
較
法
・

政
治

)

丘
研

究

所

講

師

安

（
法

学

部

教

授）

委
員
長

中

西

正

安

委

員

播

磨

良

承

委

員

井

上

靖

雄

昭
和
五
三
年

昭
和
五
三
年

一

月
二
五
日

印
刷

一

月
三
0
日

発
行

印
刷
人

溝

田

編
集
人

近

畿

大

学

法

学

会

印
刷
所

近

畿

大

学

出

版

印

刷

局

近
畿
大
学
法
学
部
内

発
行
所

近

畿

大

学

法

学

会

束
大
阪
市
小
若
江 ．
長
j
H
四
ー

i

電
話
大
阪
叫
．．

 i．
i
.
-．
ご

番

振
替
11
座
大
剥 ．
戸几

i
-

H

祁
便

番

砂
h

し

し 保



第
二

十
四
巻
第
三
•

四
号

和
田
教
授
の
古
稀
に
際
し
て

論

説

目
•

次

牛

尾

j叉

夫

海学
辿
動
紺
の
支
出
制
限
を
辿
憲
と
し
た
ア
メ
リ
カ
述
邦
巌
凶
裁
の

•
 

-

•
 

1

コ

El

判
例
と
選
挙
資
金
問
題
の
再
考
←

イ

ー

実
施
契
約
と
祝
法
公
nt

カ
ナ
ダ
外
交
の
現
況

ー
多
角
化
政
策
に
関
す
る
若
干
の
ノ
ー
ト
ー

仮
公
離
婚
に
つ
い
て
日

米
国
製
造
品
責
任
法
に
お
け
る
今
日
的
謀
題

ス
イ
ス
有
限
会
社
に
お
け
る

社
員
の
責
任
に
つ
い
て
の
基
礎

意
匠
の
新
規
性・
創
作
性
に
関
す
る
研
究

祐
干
の
比
校
法
的
検
吋

半
等
権
と
租
税

資

料

イ
ギ
リ
ス
「
動
産
売
買
法」
第一
四
条

第一
項
の
判
例
八
題

＇

和
田
鶴
蔵
教
授
の
経
歴
と
著
作

栄
二
郎

中

西

lL

安

伊

條

勝

美

前

田

」L

昭

且

-J
 手

1

況
十
郎

増

山

政
"'"· 早

播

磨

良

承

上

野

林

平

.
I

 

••••••••.•.•••••••.
 ‘
 4 
井

膝
十
郎

第
二

十
五
巻
第
一

号

目

次

黒
川
教
授
の
還
層
に
際
し
て

論

説

ス
ペ
イ
ン
に
お
け
る
バ
ス
ク
問
題

吸
争
権
限
法
の
成
立
と
そ
の
意
義

公
職
選
挙
法
等
改
正
要
望
事
項
（
昭
和
五
十
年
度）

に
対
す
る
意
見
：·；•••••••
•••••••••••••••••••

 

有
限
会
社
社
員
の
設
立
段
階
に
お
け
る
義
務

牛

尾

茂

夫

•
伊

藤

勝

美

史

原

唯

弘

和

田

鶴

蔵

増

田

政

章

I
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O
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C
O
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B
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L
LI
A
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T
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 中

西

資

料

動
産
物
品
売
買
に
お
け
る
所
有
権
移
転
の

時
期
に
関
す
る
萬
国
標
準
判
例
十
題

t
 
｝
ヽJ

 

．．．．．．．．．．．．．．．．
 

ジ
ェ
ム
ズ
「
民
事
訴
訟
手
続」
（
要
訳）
日

黒
川
修
三
教
授
の
経
歴
と
著
作
目
録

]L 

安

井

藤
十
郎

若

林

安

雄


